
- 1 - 

開成町都市計画マスタープラン策定及び開成町立地適正化計画策定に伴うパブリックコメント 

 意見の要旨と町の考え方  実施期間 令和７年 11月 21日～12月 20日 

意見者 意見の要旨 町の考え方 

Ａ氏 【都市計画マスタープラン】 

○ マスタープランは２０年後の計画と

の説明だが、国の要請の有無にかかわ

らず、町独自の簡単なロードマップ

（５年、１０年、１５年）が必要と考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ マスタープランはハード面重視の記

載だが、ソフト面も必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 町民の理解を得るためには、概略事

業費の記載が必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画マスタープラン】 

○ 町都市計画マスタープランは、長期

的な観点から町の将来像を示し、各分

野における基本方針を定める枠組みと

して作成されたものです。これに伴

い、施策ごとの具体的な実施期間や中

期的な取り組み内容は、各種個別計画

や実施計画において改めて詳細に検討

していくことが求められる構造となっ

ており、近隣市町村においても同様な

取り組みとなります。本計画では、広

域的かつ包括的な方針に重点を置いて

いることから、ロードマップという具

体的な期間設定を伴う計画は、マスタ

ープランへ直接の反映が難しいことか

ら、中間年（１０年後）に施策の実施

状況などを確認したうえで、必要な見

直しを行っていくものとしています。 

 

○ 本計画では、「協働によるまちづく

りの推進」を都市づくりの実現に向け

た方針の柱に据えています。「住民主

体のまちづくり」や「地域コミュニテ

ィの活性化」など、町民一人ひとりが

住みやすい環境を形成するための仕組

みや、地域に根ざした活動が推進され

るよう配慮しており、ハード面の整備

だけでなく、町民の意識啓発やコミュ

ニティづくりなどのソフト面にも力を

注いでいくものとしています。 

 

○ 「概略事業費の記載」につきまし

て、町民の皆様に計画内容を分かりや

すく伝えるための重要な視点であると

受け止めております。一方で、本計画

は「町のまちづくりの方向性や長期的

なビジョンを示すもの」として策定し

ている性質上、具体的な事業費やその

詳細は、記載しておりません。その理

由は何点かありますが、主なものとし

ては、民間事業を含む町全体の計画と

なり、将来像を示すビジョンであるこ

とから、詳細な費用を記載する形での

計画には適さない内容となっておりま

す。費用負担の内容につきましては、

別途実施計画や個別のプロジェクト検
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○ 課題に町民の高齢化への観点の記載

がないのが残念。２０年後の都市造り

では、高齢者も生き生きと暮らせる町

造りが優先課題になるのは明白と考え

ます介護の問題も、２０年後には喫緊

の課題になるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

○ くらしゾーンでは、山北・開成・小

田原線の東側区域（駅側）は、市街化

調整地域で記載されている。山北・開

成・小田原線の東側区域は、２０年後

は市街化区域に変更した方がよいと考

えます。駅前通リ周辺の高層ビル街と

その周辺の市街地との整合性が必要に

なるでしょう。 

 

○ 駅前まちづくり通信(R3.6)に掲載さ

れている高層ビル林立図が、４０年後

の姿の説明があったが、２０年後の駅

前の姿をマスタープランに図示して頂

きたい。 

 

 

【立地適正化計画】 

○ 誘導施設の設定に、福祉介護関連施

設の充実の観点を設定して頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討資料の中で明示していくものと位置

付けています。 

 

○ 「町民の高齢化への観点」につきま

しては、町にとっても非常に重要なテ

ーマであり、計画策定においてもしっ

かりと認識しております。本町におい

ても高齢化が進展している状況を踏ま

え、「誰もがいつまでも健康で、暮ら

しやすい住環境の形成」や「誰もが安

心して快適に暮らすことができるま

ち」目指すこととし、都市づくりの目

標の柱に位置付けております。 

 

 

○ 当該エリアは、市街地整備に関する

方針において「南部第２地区」と位置

付けており、商業系や住宅系市街地の

開発を検討していくものとしていま

す。 

 

 

 

 

○ 当該パース図は、まちづくりの完成

が見える４０年後の姿を記載したもの

であることから、本計画において、ま

ちづくりの途中経過図を示すことはあ

りません。 

 

 

【立地適正化計画】 

○ 「介護福祉機能」として、都市機能

誘導施設の設定において「▲居住誘導

区域内に立地していることが望ましい

施設」と位置付けております。町全体

に広く分布し、町民が日常的に通所や

利用を行う施設であることから、都市

機能誘導区域に限定することなく、居

住誘導区域内に立地していることが望

ましいものとしております。 

 

 


